
介護保険は、社会全体で介護を「支え合う」制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  ⑧ 

令和８年度初版 

介護保険料の手引き 

第９期（令和６～８年度） 

■武蔵野市高齢者支援課 問い合わせ先 

相談窓口 

■基幹型地域包括支援センター 
高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点です。介護予防ケアプランの作成、総合相談・支援、権利擁護、 

虐待早期発見・防止、地域のケアマネジャーへの支援を専門職が行っています。 

 
■在宅介護・地域包括支援センター 

地域包括支援センターの機能をもち、地域の身近な相談窓口として在宅介護などに関するさまざまな相談を 

受け付けています。担当地域別に市内６カ所に設置され、各種の介護支援サービスの情報提供・総合調整を行っ 

ています。ご自宅などへの訪問も可能です。まずは電話でご相談ください。 
【介護保険係】 

高齢者総合センター 
在宅介護・地域包括支援センター 

桜堤ケアハウス 
在宅介護・地域包括支援センター 

ゆとりえ 
在宅介護・地域包括支援センター 

吉祥寺ナーシングホーム 
在宅介護・地域包括支援センター 

 介護保険は、４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者及び６５歳

以上の方が被保険者となって保険料を納め、介護が必要と認定さ

れ、介護サービスを利用する際に、１割、２割または３割負担で利用

することができる制度です。介護保険料は、市が３年ごとに策定す

る介護保険事業計画に基づいて定められます。 

 高齢者人口の増加にともない、介護を必要とする人が増

えています。武蔵野市の人口に占める６５歳以上の方の比

率(高齢化率)は２２.６％、７５歳以上の方の比率(後期高齢

化率)は１３.0％となっており、そのうち、６５歳以上の方の

およそ５人に１人、75 歳以上の方のおよそ３人に１人が要

支援・要介護認定を受けています(令和６年３月１日時点)。 

介護サービスに必要な費用（保険給付費）は

公費と被保険者の方の保険料でまかなわれて

います。みなさんが納める介護保険料が、国や

自治体などの公費とともに、介護保険を健全に

運営するための大切な財源となっています。 

  
 

６５歳以上の方は、原則として住所を有する区

市町村が運営する介護保険の第１号被保険者と

なり（介護保険法第９条）、各区市町村が算定す

る介護保険料を直接区市町村に納めます。 

 

ホームページ  http://www.city.musashino.lg.jp/ 

Ｅメール      SEC-KOUREI@city.musashino.lg.jp 

0422-60-1866 

介護保険料、介護保険サービス 

利用料等に関すること 
0422-60-1845 

【介護認定係】 要介護（要支援）認定に関すること  

武蔵野赤十字 
在宅介護・地域包括支援センター 

吉祥寺本町 
在宅介護・地域包括支援センター 

武蔵野市地域包括支援センター 
（市役所高齢者支援課内） 

地図

番号 名称　 電話番号 所在地 担当地区 受付時間

① ゆとりえ ☎0422-７２－０３１３ 吉祥寺南町４丁目２５番５号

吉祥寺東町

吉祥寺南町

御殿山１丁目

② 吉祥寺本町 ☎0422-２３－１２１３ 吉祥寺本町４丁目２０番１３号
御殿山２丁目

吉祥寺本町

③ 高齢者総合センター ☎0422-５１－１９７４ 緑町２丁目４番１号
中町、西久保

緑町、八幡町

④
吉祥寺

ナーシングホーム
☎0422-２０－０８４７ 吉祥寺北町２丁目９番２号 吉祥寺北町

⑤ 桜堤ケアハウス ☎0422-３６－５１３３ 桜堤１丁目９番９号

関前

境

桜堤

⑥ 武蔵野赤十字 ☎0422-３２－３１５５ 境南町１丁目２６番１号 境南町

⑦
武蔵野市

地域包括支援センター

(基幹型)

☎0422-６０－１９４７
緑町２丁目２番２８号

(市役所内)
市内全域

月曜日～金曜日

午前８時３０分～

午後５時

　
　
　
在
宅
介
護
・

　
　
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

月曜日～土曜日

午前８時３０分～

午後５時１５分

上記時間外は電話が

転送され電話相談と

なります。



 

 

全国

東京都 武蔵野市
千代田区

中央区 港区

新宿区
文京区

台東区
墨田区

江東区

品川区

目黒区大田区

世田谷区

渋谷区
中野区 杉並区

豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

八王子市

立川市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市
東村山市

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市

武蔵村山市
多摩市

稲城市

羽村市
あきる野市

西東京市
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施設および居住系サービス給付月額(円)
（時点）令和4年(2022年)

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和3,4年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）

在
宅

サ
ー

ビ
ス

給
付

月
額

(円
)

東京都

施設及び居住系サービス 11,260円

在宅サービス 13,052円

全国

施設及び居住系サービス 10,930円

在宅サービス 12,391円

武蔵野市

施設及び居住系サービス 13,336円

在宅サービス 12,880円

武蔵野市では、６５歳以上の方一人あたりの利用率・給付額が、施設サービス、居住系サービスともに全国

平均を上回っています。これは、地域包括ケアシステム推進のため在宅重視の施策を推進してきた成果とと

もに、これまでの施設整備によって施設サービスが充実していることを示しており、在宅サービス、施設及び

居住系サービスともに利用が活発であることが特徴です。 

第９期においても、在宅と施設のバランスに考慮しながら、多機能な中・重度要介護者向けサービスを充

実していきます。 

　第９期介護保険事業で必要な介護サービス等の費用

 　介護給付費 37,713,516 千円

 　地域支援事業費 1,016,674 千円

 　合計 38,730,189 千円

※千円未満の端数処理のため、数値が合致しないことがあります。

第２号被保険者

（40～64歳）

27.0%

第１号被保険者

（65歳以上）

23.0%

国

（20.0％＋5.0％

（※））

25.0%

東京都

12.5%

武蔵野市

12.5%

保険料

50.0％
公費

50.0％

居宅サービス費

22,325,463千円

地域密着型サービス費

2,594,363千円

施設サービス費

10,625,424千円

特定入所者介護サービス費

高額介護サービス費等

2,168,266千円

地域支援事業費

1,016,674千円

・国負担のうち、５％（※）は普通調整交付金

として、各市区町村の後期高齢者人口や所得分

布に応じた割合の金額が交付されます。

・施設サービスや地域支援事業は財源構成の負

担割合が一部異なります。

②  ⑦  

４０歳以上６５歳未満の方の介護保険料 

 介護保険の第２号被保険者として、医療保険料と合わせて医療保険者に納めていただきます。算定方

法は医療保険者ごとに異なるため、ご加入の医療保険者にお問い合せください。 

 

医療保険料 

 
介護保険料 

（介護納付金） 

各医療保険者 

 

社会保険診療 

報酬支払基金 

介護保険の 

保険者 

（武蔵野市） 

※医療保険料と合わせて納めます。 

■納められた介護保険料は、社会保険診療報酬支払基金に 

全国一括して集められた後、区市町村に分配されます。 

６５歳以上の方の介護保険料 

６５歳の誕生日前日の属する月分から、お住いの自治体（武蔵野市）に直接納めていただきます。よって、

医療保険料と介護保険料の納め先が分かれます。また、医療保険で「被扶養者」となっている方も、６５歳 

からはご自身が被保険者となり、介護保険料を納める必要があります。 

 

介護保険の 

保険者 

（武蔵野市） 

各医療保険者 

 
医療保険料 

 

介護保険料 

６５歳以上の方の介護保険料の納め方は２種類に分かれます。
年金の受給状況によって、納付方法が異なります。 
 

特別徴収（年金引き落とし） 対象となる年金の受給が年額１８万円以上の方 

 

 原則として介護保険料の納付は特別徴収が優先されるため、ご自身で納付方法を選択することはできま

せん（介護保険法第１３１条）。特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎・退職・障害・遺族年金です。老齢厚

生年金や恩給などは対象になりません。 

 対象となる年金を年額１８万円以上受給している場合、年金の定期振込（年６回）の際にあらかじめ保険

料が年金から差し引かれます。 

 ただし、年度の途中で６５歳になった場合や、武蔵野市に転入した場合、年度の途中で保険料の所得段階が

変更になった場合などは、一時的に普通徴収で納めることがあります。 

特別徴収（年金引き落とし） 

普通徴収（納付書払い又は口座振替） 対象となる年金の受給が年額１８万円未満の方 

年金の受給が年額１８万円未満の方や、新たに６５歳になられた方、武蔵野市に転入された方は、年金天

引きが開始するまでの間（半年～１年間）、普通徴収（納付書払い又は口座振替）で保険料を納めていただき

ます。 

年金の受給が年額１８万円以上の方は、半年から１年で特別徴収に自動的に切り替わります（お手続きは

不要です）。また、年度途中で保険料が変更になると、普通徴収による支払いが発生することがあります。 

 普通徴収の方は、納付書で納付することもできますが、納め忘れの心配がない口座振替がおすすめです。

口座振替を登録した場合、特別徴収に切り替わるまでの間は口座振替となります。 

介護保険料の納め方 

給付と財政、武蔵野市の特徴 

介護保険給付の財源は、50％が被保険者の方の保険料、50％が公費でまかなわれています。被保険

者の方の負担割合は、人口構成の比率を基準として事業期ごとに政令で定められます。第９期は、第１号

被保険者 23％、第２号被保険者 27％で、第８期から据え置きとなりました。 

公費の負担割合は、市 12.5％、東京都 12.5％、国 25％（うち５％は調整交付金）です。 

 
財 源 構 成 

武蔵野市の給付の特徴 
 

 



    

武蔵野市で初めて特別徴収となる場合は、４月・６月・８月・１０月のいずれかから開始となります。この開始月は、年

金保険者から市へ送られる通知の時期により異なります。また、年度途中の保険料変更などにより一時的に特別徴収

が停止している場合、特別徴収の再開は次の 10 月です。 

 

■また、課税層の一部を含む第５段階から第７段階の方についても、保険料を第８期と同額に据え置いています。 

 

⑥  ③  

年間保険料額（４月～翌３月分）は住民税の確
定後に算定し、毎年７月に通知します。 

特別徴収の場合 

前年度から継続して特別徴収の場合、４月と６月は前年度の２月に年金から引き落とした保険料と同額をそれぞ

れ引き落とします。８月・10 月・12 月・翌２月については、７月に通知する年間保険料額から４月と６月に引き落とし

た保険料を差し引いた残額を、４回に分けて引き落とします。 

※１００円未満の端数については、１０月の引き落とし分で調整します。 

 

 

 

 

 

 

前年度の２月と同額を引き落とします 住民税確定後に年間保険料額を算定し７月に通知します 

普通徴収の場合 

普通徴収の場合、確定した住民税をもとに算定した年間保険料額を７月に通知します。納付回数は、第１期（７月）か

ら第８期（翌２月）までの８回です。１回あたりの納付額は、「年間保険料額÷８回」となります（ただし新たに６５歳にな

られた方、転入された方については、納付回数が異なる場合があります）。 

※１００円未満の端数については、第１期（７月）分で調整します。 

 

※６５歳に到達された方、転入・転出された方、所得の修正申告等により所得段階に変更があった方などは、 

直近の保険料算定月（７月以降、翌２月まで毎月実施）で保険料を算定し、通知します。 

第９期（令和６～８年度）の介護保険料 

 通常、介護サービスを利用する際の利用者負担は、収入や所得に応じて１割、２割または３割のいずれかとな

ります。ただし、保険料を納めない場合には、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。 

納期限を過ぎると 督促状や催告書が送付されます。また、延滞期間に応じて延

滞金が発生する場合があります。 

１年以上滞納すると 

１年６か月以上滞納すると 

２年以上滞納すると 

 介護サービス費用の全額がいったん自己負担となります。後

日、申請により保険給付分の払い戻しを受けることになります

（償還払い）。 

 介護サービス費用の全額がいったん自己負担となります。保

険給付分の払い戻しの全部または一部の支払いが差し止めら

れ、滞納している保険料に充てられます。 

保険料を納めていない期間に応じて、一定期間利用者負担

が３割または４割に引き上げられるほか、高額介護サービス費

などが受けられなくなります。 

介護保険料の減免・徴収猶予 

65 歳以上の被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する方に、火災や震災

等で財産の著しい損害や減収があったとき等、条例で定める特別な事情がある場合には、

保険料減免や徴収猶予の申請をすることができます。 

 

※申請には期限があります。減免及び徴収猶予の詳細については介護保険係までお問い 

合わせください。 

満７０歳以上の方は「東京都シルバーパス」を購入することができます。所得によっては１,０００円

で購入することができ、この所得の証明として「介護保険料納入通知書」を利用できます。武蔵野市

の場合、第７段階以下の方が該当します。第８段階の方は、所得によっては該当しますので、必要に応

じて「住民税（非）課税証明書」を取得してください。 

なお、東京都シルバーパスに関するお問い合わせは東京バス協会にご連絡ください。 

■第９期では、介護保険料の所得段階を区分する合計所得金額を変更しましたが、介護保険の利用者負担割合

の判定基準は第８期から変更ありません。 

■国が定める基準所得金額の変更に伴い、第８期における第１０段階（合計所得金額が２１０万円以上２２０万円

未満）と第１１段階（合計所得金額が２２０万円以上３２０万円未満）を統合して第１０段階（合計所得金額が２１

０万円以上３２０万円未満）とし、第１１段階以降の所得段階を区分する合計所得金額を変更しています。その

ため、所得の変動がない方でも所得段階が変わる場合があります。 

保険料の所得段階 

■第１段階から第４段階の方の保険料については第８期からさらに乗率の引き下げ、公費による軽減も行い、

保険料を第８期と同額に据え置くことで、引き続き低所得の方の負担に配慮した保険料設定としています。 

 

低所得の方などへの対応 

※公費による軽減前の金額はそれぞれ、第１段階・第２段階が３４,５００円、第３段階が４６,４００円、第４段階が

４８,４００円です。 

負担割合の判定 

保険料の納期限と通知方法 

保険料を納めないでいると 

 

介護報酬改定、施設整備による影響、要介護者の増加などにより、実質保険料（月額）は７,３２４円 

になります。被保険者の負担を軽減するため、介護給付費等準備基金９億６,２４８万８千円を取り崩し、 

保険料基準額（月額）を６,６００円としました。 

 

 

■所得段階区分は第８期と同様の２０段階設定とし、累進性を維持しています。 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

保険料基準額（月額）が変わります 

 

前年度

２月 ４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

仮 徴 収 本 徴 収



   

 

⑤  ④  

介護保険料は、被保険者本人の所得や世帯の課税状況等により
算定されます。保険料の算定には「合計所得金額」を用います。 

所得段階別 介護保険料 

合計所得金額とは 

※分離課税の譲渡所得の特別控除を受けて 
  いる場合は、その適用前の金額が合計所 
  得金額となりますが、介護保険料算定の 
  際には、適用後の金額を用います(平成 
  ３０年度からの措置です)。 

第９期（令和６～８年度） 
●第１段階～第４段階に記載されている金額は公費による負担軽減後の額です(軽減

前は第１・２段階が３４,５００円、第３段階が４６,４００円、第４段階が４８,４００円）。 

●老齢福祉年金とは、国民年金が発足した昭和３６年の当時に既に高齢等であったこ

とを理由に国民年金を受け取ることができない方を救済するために設けられた制

度です。 

●公的年金等の収入額には、障害年金や遺族年金等の非課税年金は含みません。 

●生活保護を受給されている方は第１段階となります。 

●第２段階～第６段階の方については、令和３年度税制改正が影響しないよう、給与

所得金額及び年金所得金額の片方または両方の合計から１０万円を限度とした控除

を行います。 

●令和７年度税制改正により令和７年中の給与所得控除の最低保障額が引き上げら

れましたが、介護保険法施行令の改正が行われ、令和８年度の保険料算定に限り、

税制改正前の給与所得控除額を用いた所得で算定します。そのため、住民税が非課

税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。 

（※２）第２段階及び第５段階の基準所得金額が８０万円から、令和７年度分の保険料

は８０万９千円、令和８年度分の保険料は８２万６,５００円に改正されました。 

 

より、第２段階及び第５段階の基準所得金額を８０万円から８０万９千円に見直しま

した。 

同一年度内で発生した利益と損失を相殺

・不動産所得

・給与所得

・総合課税の

長期譲渡所得

一時所得の

２分の１

・事業所得

・雑所得(公的年金等)    

・利子所得

・総合課税の

配当所得

短期譲渡所得

※損益通算(同一年度内で発生した

利益と損失を相殺）後の金額（注１） 同一年度内で発生した利益と損失を相殺

・短期譲渡所得

・長期譲渡所得

・上場株式等に係る配当所得

・株式等に係る譲渡所得等

・先物取引に係る雑所得等

・山林所得

分離課税の

ご本人の

住民税は？

同一世帯に

住民税が課税

されている人は?

老齢福祉

年金は?

公的年金等の収入額と
その他の合計所得金額(※１)

の合計は80万円(※２）より多い？

課税

非課税

ない
いない

いる

ある

８０万円（※２）以下

120万円より多い

合計所得金額

によって14段階に

分かれます。

 合計所得金額」については

右ページをご覧ください。

合計所得金額が１２５万円未満

合計所得金額が
１６０万円以上２１０万円未満

合計所得金額が

２１０万円以上３２０万円未満

合計所得金額が
１２５万円以上１６０万円未満

合計所得金額が

４２０万円以上５２０万円未満

合計所得金額が

６２０万円以上７２０万円未満

合計所得金額が

７２０万円以上１,０００万円未満

合計所得金額が

１,０００万円以上２,０００万円未満

合計所得金額が

２,０００万円以上３,０００万円未満

120万円以下

第１段階 ２１,０００円
（月額 １,７５０円）

第２段階 ２１,０００円
（月額 １,７５０円）

第３段階 ３０,０００円
（月額 ２,５００円）

第７段階 ７８,７００円
（月額およそ ６,５５８円）

第４段階 ４６,５００円

（月額 ３,８７５円）

第５段階 ６０,０００円
（月額 ５,０００円）

第11段階 １２３,６００円
（月額 １０,３００円）

第10段階 １０９,３００円
（月額およそ ９,１０８円）

第８段階 ９０,３００円

（月額 ７,５２５円）

第９段階 ９２,３００円

（月額およそ ７,６９１円）

第14段階 １７７,５００円
（月額およそ １４,７９１円）

第15段階 １８３,８００円
（月額およそ １５,３１６円）

第16段階 ２２３,４００円

（月額およそ １８,６１６円）

第17段階 ２４７,２００円
（月額 ２０,６００円）

第６段階 ６７,４００円
（月額およそ ５,６１６円）

公的年金等の収入額と
その他の合計所得金額（※１）

の合計は80万円（※２）より多い？

８０万円（※２）以下

８０万円（※２）

より多い

なおかつ
120万円より

多い？

８０万円
（※２）

より多い

合計所得金額が
３,０００万円以上５,０００万円未満

合計所得金額が
５,０００万円以上１億円未満

合計所得金額が
１億円以上

第18段階 ２７０,９００円
（月額 ２２,５７５円）

第19段階 ２８９,１００円
（月額およそ ２４,０９１円）

第20段階 ３０５,０００円
（月額およそ ２５,４１６円）

合計所得金額が

３２０万円以上４２０万円未満

第12段階 １４５,８００円
（月額 １２,１５０円）

合計所得金額が

５２０万円以上６２０万円未満

第13段階 １５２,１００円
（月額 １２,６７５円）

(※１)その他の合計所得金額とは、

合計所得金額から公的年金等に係る

雑所得金額を差し引いたものです。

(注１) 

右記の繰越控除を 

受けている場合は、 

その適用前の金額 

をいいます。 

・純損失や雑損失の繰越控除 

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除 

・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除 

・過去３年内の上場株式等に係る譲渡損失の 

本年分の上場株式等に係る譲渡所得から差し引く繰越控除 

本年分の上場株式等に係る配当所得等から差し引く繰越控除 

・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 

・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除 


